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医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

法
律
第
八
十
七
号

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
医
療
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
等
」
に
、「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」
に
、「
第
三
十
条
の

十
八
の
五
」
を
「
第
三
十
条
の
十
八
の
六
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
五
第
二
項
中
「
有
し
な
い
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）」
を

加
え
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
二

こ
の
法
律
に
お
い
て
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」
と
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
患
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
及

び
遠
隔
の
地
に
あ
る
患
者
が
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
に
よ
る
診
療

を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
は
、
当
該
施
設
の
設
置
者
が
、
業
と
し
て
、
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
勤
務
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に

対
し
て
、
そ
の
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
患
者
が
受
け
る
場
所
と
し
て
提
供
す
る
施
設
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
附
け
て
」
を
「
付
け
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
で
な
い
も
の
は
、
こ
れ
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
そ
の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
に
紛
ら
わ
し
い
名
称
を
付
け
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
助
産
所
」
の
下
に
「
並
び
に
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
の
定
」を「
の

定
め
」
に
改
め
る
。
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第
六
条
の
五
第
三
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

そ
の
勤
務
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
利
用
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行

う
病
院
又
は
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
旨
及
び
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
内
容
に

関
す
る
事
項

第
六
条
の
五
第
四
項
中
「
若
し
く
は
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
若
し
く
は

第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
七
の
二

何
人
も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
関
し
て
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問

わ
ず
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
、「
前

条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
」
に
、「
又
は
前
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を「
、
第
六
条
の
七
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
」

に
改
め
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
等
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
第
八
条
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
八
条
か
ら
第
九
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
第
一

項
」
に
、「
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
二
十
七
条
、

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
設
置
後
十
日
以
内
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
所
在
地
の

都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
は
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
は
」
に
、「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し

く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
、「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に「（
診
療
所
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
次
条
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第

二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施

設
の
設
置
者
」
に
、「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」

に
、「
失
そ
う
」
を
「
失
踪
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
必
要
な
施
設
及
び
設
備
並
び
に
人
員
の
配

置
に
関
す
る
事
項

二

患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
場
所
に
関
す
る
事
項

三

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
患
者
に
対
し
て
行
う
説
明
に
関
す
る
事
項

四

他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携
そ
の
他
の
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に
お
い
て
適
切
な
治
療
を
提
供

す
る
た
め
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
第
一
項
の
基
準
に
従
つ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
四

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療
所
（
次
条
に
お
い
て

「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
」
と
い
う
。）の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
前
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
五

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合

す
る
旨
そ
の
他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
選
択
に
資
す
る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
中
「
及
び
第
十
三
条
」
を
「
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
四
条
の
二
ま
で
、第
十
四
条
の
四
及
び
第
十
五
条
」

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」に
、

「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、「
開
設
す
る
」
を
「
開
設
し
、又
は
設
置
す
る
」

に
、「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、「
若

し
く
は
助
産
所
に
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し

く
は
助
産
所
の
業
務
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
業
務
」
に
改
め
、「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、「
の
事
務
所
」
を
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
の
事
務
所
」
に
、「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受

診
施
設
の
運
営
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
開
設
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
又
は
助
産
所
（
同
条
」
を
「
、
助
産
所
（
同
項
」
に
、

「
）
が
」
を
「
）
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
」

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

開
設
者
又
は
設
置
者
が
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
十
条
の
二
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、「
管
理
」
の
下
に「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
第
一
項
中
「
総
合
確
保
方
針
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情

報
化
推
進
方
針
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
」
に
、「
病
床
機
能

報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
、「
同
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
イ
中
「
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」に
改
め
、

「
方
針
」
の
下
に「（

に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
定
が
必
要
な
場
合
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
イ
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
区
域

重
点
的
に
医
師
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て

定
め
る
区
域

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
ニ
中
「
施
策
」
の
下
に
「
並
び
に
ニ
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
に
向
け
た
医
師
の

派
遣
そ
の
他
の
医
師
の
確
保
に
関
す
る
施
策
（
イ

に
掲
げ
る
区
域
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
中

ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

イ

に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
確
保
す
べ
き
医
師
の
数
の
目
標
（
当
該
区
域
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。）

第
三
十
条
の
四
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
事
項
」
の
下
に「（
同
号
イ

に
掲
げ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
五
中
「
若
し
く
は
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
若
し
く
は
設
置
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
及
び
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
及
び
設
置
者
」
に
改
め
る
。


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第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
」
を「
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」に
、「
イ

に
」
を
「
ハ
に
」
に
、「
ロ
に
」
を
「
ニ
に
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
を
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ

保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額

ロ

負
担
対
象
手
当
拠
出
金
額
に
一
か
ら
第
百
条
第
二
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し

て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
特
定
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
に
一
か
ら
同
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
を

控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
の
見
込
額

第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
」
を
「
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」

に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
百
二
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
四
条
の
七
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
九
中

「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
百
三
十
七
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
五
章
の
章
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改

め
る
。

第
百
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、

第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
四
十
八
条
、
第
百
四
十
九
条
並
び
に
第
百
五
十
一
条
中
「
支
払
基
金
」を「
機

構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
二
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を

「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
支
払
基
金
」
を
「
、
機
構
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
法
第
二
十
九
条
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
九
条
」
に
、「
支
払
基
金
の

理
事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
」
を
「
機
構
の
役
員
」
に
、「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」に
、

「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
四
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を

「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
の
二
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」に
改
め
、同
条
第
一
号
中「
者
」

を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
の
八
」
を
「
第
十
六
条
の
十
一
」
に
、「
者
」
を
「
と
き
。」に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
十
六
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目

的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
一
項
」
を

「
第
十
六
条
の
十
第
一
項
」
に
、「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
三
項
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
（
見
出

し
を
含
む
。）及
び
第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
中
「
開
設
者
に
つ
い
て
、
同
法
」
の
下
に
「
第
十
四
条
の
四
並
び
に
」
を
加
え

る
。第

百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
に
、「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十
一
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及
び
第

百
十
八
条
の
十
四
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、「
定
め

る
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
を
加
え
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
総
合
確
保
方
針
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報

化
推
進
方
針
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
第
十
項
中
「
及
び
医
療
法
」
を
「
並
び
に
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
構
想
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
百
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
介

護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
十
八
条
の
十
一
を
第
百
十
八
条
の
十
四
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
十
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」

を
「
並
び
に
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を「
機
構
等
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
百
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
十
八
条
の
十
を
第
百
十
八
条
の
十
三
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
九
中
「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を「
匿
名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」

に
改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
百
十

八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同

条
を
第
百
十
八
条
の
十
二
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同
じ
」
を「「
匿

名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
に
」
を
「
関
係
者

に
」
に
、「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
、「
の

利
用
」
を
「
又
は
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
八
条
の
十
一
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
七
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
百
十
八
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
介
護

保
険
等
関
連
情
報
（
介
護
保
険
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規

定（「
及
び
次
条
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。）、
第
四
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第

四
項
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十

八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
一
条
中
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
一
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
三
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
の
規
定
（
前
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六

十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定（「
第
三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、

同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に

第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四

条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定

令
和
八
年
四
月
一
日

三

第
四
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
十
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の

改
正
規
定（「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」
に
、「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
一
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定（「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、

同
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
第
三
節
の
節
名
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の

十
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び

に
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
同
法
第
三
十
条
の
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
十
八
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
八
の

二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定

令
和
八
年
十
月
一
日

五

第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
規
定
、
第

七
条
中
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
五
項
及
び
第
八
十
八
条
第
十
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
十
第

一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定（「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
条

の
九
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定（「
を
基
金
」
を
「
を
基
盤
機
構
」
に
、「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
百
五
条
の
四
（
見
出
し
を
含

む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
八
条
（
同
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を

除
く
。）及
び
第
九
条
（
次
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定
、
第
十
一
条
中
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
十
七
条
の
二
第
一
項

の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
第
三
項
並
び
に
同
法
第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
第
一

項
、
第
四
十
六
条
、
第
七
十
条
第
四
項
及
び
第
九
十
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規

定（「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
条
第
三
項
並
び
に
同
法
第
百
一
条
第
一
項
、
第
百

十
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の

四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
四
条
の
七
並
び
に
第

百
二
十
四
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
の
章
名
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
三
十
九
条
の
見
出
し
、
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま

で
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
四
十
八
条
、
第
百
四
十
九
条
、
第
百
五
十

一
条
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
百
五
十
四
条
並
び
に
第

百
六
十
五
条
の
二
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
条
第
一
項
の
改

正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
三
条
第
三
項
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
（
見
出
し
を
含

む
。）及
び
第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法

第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
改
正
規
定
（
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
第
十
一
項
の
改
正

規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十

一
第
一
項
の
改
正
規
定（「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
八
条
の
十
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定（「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。）、
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
条
第

一
項
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
、
第
百
五
十
八
条

並
び
に
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
章
の
章
名
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
六
十
条
の
見

出
し
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
百
六
十
一
条
、
第
百
六
十
二
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
か
ら

第
百
六
十
七
条
ま
で
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十

条
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
百
七
十

四
条
、
第
二
百
七
条
第
二
項
並
び
に
第
二
百
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十

第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
の
規
定
（
同
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第

十
七
条
中
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
の

改
正
規
定
、
第
十
九
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
九

第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
十
三
、
第
三
十
六
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
十
八
、
第
三
十
六

条
の
十
九
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
一
、
第
三
十
六
条
の

二
十
三
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
五
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
三
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
三
十
六
条

の
二
十
七
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
三
十
二
第
一
項
、
第
五
項
、第
六
項
及
び
第
八
項
、

第
三
十
六
条
の
三
十
三
、
第
三
十
六
条
の
三
十
四
、
第
三
十
六
条
の
三
十
六
、
第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
三
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
三
十
六
条
の
三
十
九
、
第
四
十
条
第
五
項
及
び
第

六
項
、
第
五
十
六
条
の
四
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
五
十
六
条
の
四
十
九
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
六

条
の
五
十
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十

三
条
中
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
五

条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
二
十
七
条
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
二
十
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医

療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
八
条
中
医
療
分
野
の
研
究
開
発

に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規

定（「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
六
条
の
二
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）及
び
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
九
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第

二
十
五
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
二
条
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
第
三
十
三

条
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
七
条
の
三
（
見
出
し
を

含
む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、附
則
第
三
十
八
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
十
四
条
の
二
（
見
出

し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
附
則
第
三
十
九
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
四
十
四
条

の
三
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
附
則
第
四
十
条
の
規
定
、

附
則
第
四
十
一
条
中
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に

附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
四
条
並
び
に
第
五

十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日
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